
第２号様式 
指定管理業務総合評価票 

施設名 箱浦ビジターハウス 
指定管理者名 特定非営利活動法人まちづくり推進隊詫間 
施設所管課   三豊市総務部管財課 
調査日時   令和４年６月１０日（金）：１０時３０分～１１時００分 

 

評価項目 評価基準 自己 
評価 

所管 
評価 

１ 

実
施
体
制 

施設管理 協定書等に従い、開館日や開館時間等を遵守しているか  B B 
人員体制 仕様書等に従った人員（人数、有資格者）を配置しているか  B B 

スタッフのシフトは適正であるか  B B 
事業計画書に則した内容・頻度で教育・研修を実施したか  B B 

利用料金 利用者からの料金徴収や現金管理等が適切に実施されているか  B B 
外部委託 外部委託の内容は、事前に市の承認を受けており、適切か  B B 

外部委託事業者に対して協定書等を遵守させているか  B B 
記録管理 業務日誌等を適切に作成・保管しているか  B B 

点検、修繕等の履歴を適切に整備・保管しているか  B B 
報告書提出 協定書等で定められた事業計画書・報告書等は提出しているか  B B 
連絡調整 市や関係団体等との連絡調整を適切に行っているか  B A 
危機管理 危機管理に関するマニュアルが整備され、定期的に訓練等をおこなっているか  B B 

避難経路は適切に確保されているか  B B 
事故、災害等の緊急時の連絡体制が確立されているか  B B 

個人情報保護 個人情報等の管理は適切か  B B 
個人情報保護に関する規定が整備されているか  B B 
情報漏えいを防止する仕組みや対応策が講じられているか  B B 

情報公開 情報公開に関する規定が整備されているか  B B 
協定書等に従い、情報を適切に管理、公表しているか  B B 

【１ 総括】 実施体制に関する評価（標準１９項目・本施設１９項目）  B B 
指定管理者の

自己評価 
指定管理者（担当）として概ね実行（施）出来たと自負している。とともに、施設管理及び人員体

制については日常の担当者の高齢化が進行している状況ではあるがそれなりに経験と実績の中で無

事故円滑・臨機応変の対応がなされている。 
なおかつ、地域独特のコミュニケーションが豊かで近隣地域のよりどころしての輪が広がってい

る。 
施設所管課の

評価 
地域のコミュニティ施設として、地元自治会に管理を委託することにより、

拠点施設としての利用向上に成果を上げている。 
連絡調整については、常に市と連絡を取り合う体制を整えている。 

２ 

サ
ー
ビ
ス
等
の
内
容
や
水
準 

利用者対応 施設の予約や利用等が、公平かつ適切に実施されているか  B A 
言葉遣い、態度、服装等の接遇は適切であるか  B B 

利用案内 ホームページ、パンフレット等は見やすく、適宜更新されているか  B B 
利用方法をわかりやすく説明できる仕組みが構築されているか  B B 

利用状況 施設の利用者数や稼働率は適正であるか  B B 
利用促進に向け、積極的に取り組んでいるか  B B 

事業の実施 事業計画書に則し、指定事業を実施しているか  B B 
施設の目的に沿って、自主事業を実施しているか  B B 
各事業の参加者数は、計画どおりであるか  B B 
参加促進への取組みを積極的に実施しているか  B B 

環境への配慮 省エネルギー、省資源等環境への配慮がなされているか  B B 
苦情等の対応 苦情や要望等に対して迅速かつ適切に対応しているか  B B 
利用者への調

査 
利用者満足度調査を実施し、その結果は妥当であるか  B B 
利用者からの意見や要望等について、可能なものは反映させているか  B B 

維持管理 仕様書等に従い、清掃、警備、衛生の点検・管理を適切に行っているか  B B 
仕様書等に従い、施設、設備の点検・管理を適切に行っているか  B B 
備品台帳により記録が適切に保管されているか  B B 
市と指定管理者の備品が明確に区別されているか  B B 



必要な修繕を適切に行い、市に報告しているか  B B 
【２ 総括】 サービス等の内容や水準に関する評価（標準１９項目・本施設１９項目）  B B 
指定管理者の

自己評価 
利用者対応は、交通の不便さ、過疎化がいやおうなしに進む限界集落、そうした中で縦横の繋がり

すなわち人間と人間とのつながりを強め、いざという時の構築が築かれつつある。 
2 か月に 1 回開催する「理美容 Café」などは少子高齢化、孤立化が否応なしに押し寄せる波をか

き分け生きる、楽しむ場を提供する貴重な催しとして喜ばれている。 
また、名誉館長として君臨するリクガメ「トワ」、ほほえましさとともにたくましさを訪問者に安

らぎを与えてくれている。 
なお、利用申請、免除申請など、その都度における利用者に対しても空き状況を確認し、予約利用

は円滑に進められている。これらはホームページなどから確認できる利便性を確立している。 
その他、施設維持管理については施設そのものの老朽化もあり、気配りをしながら利用者への配慮

を心掛けている。 
施設所管課の 
評価 

コロナ渦で活動の難しい状況の中、幅広い年代層に施設を利用してもらえるよ

う、地域に適した特色ある活動を行っている。 

３ 

収
支
等 

経理事務 指定管理に関する経費と団体の経費を区別して、適正に管理しているか  B B 
専用の口座、帳簿等を備え、適切に経理処理を行っているか  B B 

予算執行 収支計算書に則し、適正に予算を執行しているか  B B 
経費節減 計画どおりの経費節減の取組み、またはその他の取組を実施し、その効果があったか  B B 
収支状況 事業収支は妥当であるか  B B 
【３ 総括】 収支等に関する評価（標準５項目・本施設  ５  項目）  B B 
指定管理者の

自己評価 
利用免除の団体がほとんどを占め、有料利用者はごく僅かである。当施設では料金の授受はせず、

まちづくり推進隊事務局が対応している。したがって、収支管理は適切に管理していると考える。 
施設所管課の

評価 
帳簿関係や報告書類等の保管についても適正に処理されている。 

地域のコミュニティ施設としての特性でもあるが、収入を増やすことが困難なが

らも、施設利用者増加に努力していることが伺える。 
【４ 総合評価】 １～３の項目の総括による総合評価 B B 

５ 

そ
の
他
特
記
事
項 

（
提
案
・
成
果
・
課
題
等
） 

指定管理者 

当施設は、利用に際し利用申請書および利用料免除申請書等の提出で利用が可能となっている。 
そのため、手続きが煩雑になっている傾向がある。すなわち、利用者側で手続きの事務的負担がある

と考えられる。 
そこで公共団体あるいはそれに類する利用料免除団体として登録・認可されている団体等につい

ては利用料免除申請は不要としたシステムを構築したい。 
ただし、有料利用者はその限りではないと考える。 

施設所管課 

今年度も引き続いて、新型コロナウイルス感染症防止対策により、施設利用の自粛や閉館

を余儀なくされたが、その間も施設の維持管理を行い、開館に向けての用意が出来てい

た。 
今後も地域のコミュニティ活動の拠点として、更なる施設利用の向上を目指して取り組

んでいただきたい。 
なお、免除団体の登録を行っていれば、その証明書を提示することで、免除申請の提出に

代えられることを留意いただきたい。 

 
※評価区分 

①評価基準 

A（優 良）：協定書、仕様書等の基準を遵守し、その水準よりも優れた内容である。 
B（良 好）：協定書、仕様書等の基準を遵守し、その水準に概ね沿った内容である。 
C（課題含）：協定書、仕様書等を遵守しているが、内容の一部に課題がある。 
D（要改善）：協定書、仕様書等を遵守しておらず、改善の必要な内容である。 

②【総括】 

A（優 良）：評価基準がすべて B 以上であり、かつ A が過半数以上である。 
B（良 好）：評価基準がすべて C 以上であり、かつ B 以上が８割以上である（上記以外）。 

C（課題含）：評価基準がすべて C 以上である（上記以外）。 
D（要改善）：評価基準に D が含まれている。 

③総合評価 

A（優 良）：【総括】がすべて B 以上であり、かつ A が２つ以上である。 
B（良 好）：【総括】がすべて B 以上である（上記以外）。  
C（課題含）：【総括】がすべて C 以上である（上記以外）。  
D（要改善）：【総括】に D が含まれている。 


